
定
住
支
援

　
町
で
は
、
４
月
か
ら
町
立
小
・
中
学

校
に
在
学
す
る
児
童
生
徒
の
給
食
費
を

無
償
化
し
ま
す
。
ま
た
、
三
種
町
に
住

所
が
あ
り
、
町
外
の
小
・
中
学
校
に
通

学
す
る
児
童
生
徒
に
対
し
て
も
給
食
費

を
補
助
し
ま
す
。

⃝

対　
象

・�

町
立
小
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
児
童

生
徒

・�

三
種
町
に
住
所
を
有
し
、町
外
の
小・

中
学
校
等
に
通
学
す
る
児
童
生
徒

　
※�

三
種
町
の
１
食
あ
た
り
の
単
価
を

上
限
と
し
て
、食
数
分
を
補
助（
対

象
者
へ
は
案
内
を
発
送
し
ま
す
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
委
員
会　
学
校
給
食
係

　
☎
７
２ｰ

４
３
２
１

⃝

補
助
額

　

婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
夫
婦
と
も

に
39
歳
以
下
の
世
帯
…
上
限
30
万
円

　

婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
夫
婦
と
も

に
29
歳
以
下
の
世
帯
…
上
限
60
万
円

⃝

対
象
要
件

・�

対
象
と
な
る
住
宅
が
町
内
に
あ
り
、

夫
婦
双
方
ま
た
は
一
方
の
住
民
票
の

住
所
が
申
請
す
る
住
宅
の
所
在
地
と

学
校
給
食
費
無
償
化
事
業

NEW
結
婚
新
生
活
支
援
事
業

補
助
金

NEW

な
っ
て
い
る
こ
と

・�

ほ
か
の
公
的
制
度
に
よ
る
家
賃
補
助

等
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

・�

夫
婦
双
方
ま
た
は
一
方
が
、
過
去
に

国
の
地
域
少
子
化
対
策
重
点
推
進
交

付
金
に
基
づ
く
補
助
金
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い
こ
と

・�

夫
婦
の
い
ず
れ
に
も
町
税
等
の
滞
納

が
な
い
こ
と

・�

補
助
金
の
交
付
後
、
継
続
し
て
２
年

以
上
三
種
町
に
住
む
意
思
が
あ
る
こ

と
・�

婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
、
夫
婦
ど

ち
ら
も
39
歳
以
下
で
あ
る
こ
と

・�

前
年
分
の
夫
婦
の
合
計
所
得
金
額
が

５
０
０
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

　

※�

た
だ
し
、
夫
婦
の
双
方
ま
た
は
一

方
が
、
貸
与
型
奨
学
金
の
返
済
を

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
夫
婦
の
前

年
分
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
前
年

分
の
貸
与
型
奨
学
金
の
年
間
返
済

額
を
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課　
企
画
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
１
７

⃝

交
付
額

　

就
職
活
動
（
６
月
１
日
以
降
の
選
考

面
接
）
に
要
し
た
交
通
費
の
１
／
２

⃝

対
象
者

　

本
部
が
都
内
に
あ
る
大
学
の
東
京
圏

内
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
原
則
と
し
て
、
４

年
以
上
在
学
す
る
卒
業
年
度
の
学
生

地
方
就
職
学
生
支
援
事
業

NEW

三種町補助金・助成金のお知らせ令和６年度
⃝

申
請
方
法

　

内
定
決
定
後
、
領
収
書
等
を
添
付
し

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課　
企
画
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
１
７

住
宅
取
得
支
援
補
助
金

　

若
者
世
代
の
定
住
・
移
住
を
図
る
た

め
、
町
内
に
住
宅
を
取
得
し
た
方
に
対

し
て
補
助
し
ま
す
。

⃝

補
助
額

・
新
築
住
宅
の
取
得

　

上
限
１
０
０
万
円
（
補
助
率
10
割
）

　

※�

町
内
業
者
で
建
築
し
た
場
合
は
さ

ら
に
20
万
円
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

・
中
古
住
宅
の
購
入

　

上
限
50
万
円
（
補
助
率
５
割
）

⃝

対
象
者

・�

申
請
日
現
在
で
、
50
歳
未
満
（
夫
婦

に
つ
い
て
は
い
ず
れ
か
が
50
歳
未

満
）
の
方

・�

子
育
て
世
帯
に
属
す
る
方
（
18
歳
以

下
の
子
ど
も
の
い
る
世
帯
）

・�

右
記
に
該
当
し
、
町
税
等
の
滞
納
が

無
く
、
対
象
住
宅
の
所
在
地
に
住
民

票
の
記
載
が
あ
る
こ
と

⃝
対
象
住
宅

　

令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
に
、
工
事

請
負
契
約
ま
た
は
売
買
契
約
が
結
ば

れ
、
町
内
に
所
在
す
る
住
宅
で
所
有
権

の
保
全
ま
た
は
移
転
の
登
記
が
完
了
さ

れ
た
も
の

⃝

申
請
方
法

・
新
築
住
宅
の
場
合

　

�

工
事
請
負
契
約
後
、
工
事
着
工
前
に

申
請

・
住
宅
購
入
の
場
合

　

売
買
契
約
後
に
申
請

※�

必
要
書
類
等
に
つ
い
て
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
企
画
政
策

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

⃝

交　
付

　

対
象
住
宅
の
所
有
権
保
存
登
記
等
の

完
了
後
、
町
へ
報
告
し
口
座
へ
振
り
込

ま
れ
ま
す
。

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課　
企
画
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
１
７

⃝

対
象
者
お
よ
び
対
象
住
宅

・�

住
宅
（
併
用
住
宅
の
場
合
、
住
居
部

分
が
２
分
の
１
以
上
）
と
同
一
敷
地

内
の
住
宅
用
車
庫
、
物
置
等

　

※
災
害
復
旧
の
場
合
は
住
宅
の
み

・�

過
去
、
こ
の
事
業
に
よ
る
助
成
受
給

者
は
、
助
成
を
受
け
た
年
度
か
ら
３

か
年
度
経
過
し
て
い
れ
ば
、
１
回
に

限
り
再
申
請
で
き
ま
す

・�

災
害
復
旧
を
伴
う
リ
フ
ォ
ー
ム
は
年

度
経
過
に
関
わ
ら
ず
、
同
一
年
度
内

に
限
り
１
回
ま
で
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

⃝

対
象
工
事
条
件

・
町
内
事
業
者
が
工
事
を
行
う
こ
と

・
町
税
等
に
滞
納
が
な
い
こ
と

・�

工
事
費
用
が
20
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成

拡充

令和６年４月 12


